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 認定事業者の要件 
① 合法木材の保管場所 
② 分別管理の方法(仕組) 
③ 帳票管理 
④ 責任者の選任 

 
 

審査 
 

認定事業者の 
要件及び 
ガイドラインの 
趣旨に基づき 
厳正に審査す 
る。 

 
認定団体の制度導入要件 

① 自主的行動規範を定める。 
② 認定実施要領を定める。 
③ 取組状況を公表する。 

証明書の提出

業界団体が会員を合法木材供給事業者に認定する仕組みのイメージ 
 
 
 業界団体 会  員 

認定団体 合法木材供給事業者

認定申請書の提出
  従業員数 
  年間取扱数量 
  敷地・建物配置状況 
  分別管理方針 

認定書の交付 
認定番号の通知 
（有効期間３年間） 

申請

認定 

取扱実績報告書 
の提出（年間） 
 入荷量、出荷量の全数

 うち、合法木材の数量 

報告

審
査
委
員
会 

認定団体の要件 
① 定款又は会則を定める。

② 総会、理事会等の開催 
③ 事務局の設置 
④ 経理及び監査制度 
⑤ 活動の継続 
⑥ 業界に関する知見 

合法木材の受入

証明書の保管

材料の分別

製品加工

製品の分別

製品出荷

帳
票
管
理
（
５
年
間
保
管
） 


